
「国見町過疎地域持続的発展計画」評価シート

※計画期間　令和４年度～令和７年度

分野別事業実施状況

持続的発展施策区分 番号 事業名 事業内容 Ｒ4実績数値等
Ｒ5以降の

事業計画

１　移住・定住、地域間交流、
人材育成

1-1 まちづくりリノベーション事業

遊休不動産をリノベーションし再生

することで地域を活性化し、スモー

ルビジネスや起業等の場を提供す

る。

リノベーション　1件 事業継続

1-2 定住促進住宅整備事業

多様な世帯ニーズに対応した住環境

を整備し、老朽化した公営住宅等の

建て替えを行う。

－ 実施時期未定

1-3 板橋南子育て住宅運営事業
町外からの子育て世帯向け住宅を運

営し子育て世代の移住を促す。
4世帯 事業継続

1-4 古民家等再生補助事業（新）

古民家等（空き家）を活用する場

合、リノベーション等の補助を行い

交流人口、関係人口等の増加を図

る。

－ Ｒ5より事業開始

1-5 地域おこし協力隊活用事業

協力隊のスキルを活用した地域づく

りと、協力隊が定住できる仕組みの

構築を行う。

関係人口創出部門　1名

公営塾部門　5名
事業継続

1-6 移住・定住者奨励金事業 移住・定住者に奨励金を交付する。 － 事業継続

1-7 地域づくりインターン事業（新）

移住・定住希望者のお試し期間とし

て、地域づくりイベントに参加する

機会を設ける。

－ Ｒ5より事業開始

令和4年度は関係人口創出部門1名、公営塾部門5名在籍。内、

3名は3月で退任。令和5年度は関係人口創出部門へ新たに2名

着任、公営塾部門は1名新規で着任。また、新たに農業部門で

5名募集を開始した。

国見町移住支援金給付事業補助金の交付をR元年度より継続し

て実施。R4年度申請なし。

R4年度実施なし。

R5年度は、関係人口創出部門において1名以上募集予定。

達成状況と効果

今後の計画、取組方針

空き部屋となった町営住宅大坂住宅１棟４戸をオフィスとし

て使用するためリノベーション工事を行った。

R５年度完成予定。

達成状況　無

効果　無

今後の計画、取組方針　未定

達成状況　４世帯

効果　４世帯の増

今後の計画、取組方針　継続

実施なし
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1-8 空き家バンク事業

空き家の利活用を図り、移住・定住

者の受け入れ、定住者へ住宅を安価

に賃貸・提供する。

7件 事業継続

1-9 ふるさと国見会事業（新）

首都圏在住者を主とした国見町の応

援団事業を行い、関係人口、交友人

口、応援人口の増加を図る。

総会・交流会参加者　35名 事業継続

1-10 域学連携事業

県内の大学、短期大学、町、地域が

連携して課題解決のための事業を展

開する。

－ 事業継続

1-11 義経まつり運営事業
歴史を核にした事業を実施して、国

見町の魅力を発信する。
来場者　約15,000人 事業継続

1-12 移住・定住世話やき人事業（新）

年間を通して移住・定住者を支援

し、移住者が地域で孤立することの

ないように、国見町の仲間づくりを

サポートする。

－ 実施時期未定

1-13 外国人向け日本語教室事業

町内勤務、もしくは定住者の外国人

と日本語を通してコミュニケーショ

ンの場をつくる。

－ 実施時期未定

1-14 官民連携コンソーシアム事業

町内の諸問題に対し、民間のノウハ

ウを生かし、解決していくプラット

フォームを構築し運営する。

－ 実施時期未定

1-15 金融機関との連携事業
金融機関と連携し、町内外に国見町

をアピールする。
－ 事業継続

R4年度実施なし。

R5年度に福島信用金庫と合同で職員の接遇研修を実施。接遇

スキルの向上を図ることができた。

R4年度実施なし。

R5年度は聖光学院高等学校と連携協定を締結し、連携事業を

進めるほか、福島大学との事業展開の見直しを図る予定。

4年ぶりに義経まつりを開催した。義経公行列では源義経、静

御前、武者等に扮した参加者が旧奥州街道を歩き、町の歴史

を来場者へPRし、魅力を発信した。

実施なし

実施なし

年度途中で契約合意解除のため実績なし。R5年度以降は新た

な官民連携を模索していく。

達成状況　９件中７件成立

効果　７件空家の解消

今後の計画、取組方針　継続

R4年度に「東京ふるさと国見会」として総会と交流会を開催

し組織化を達成し、関係人口の増加につながった。現在の会

員数は70（個人65名、法人5団体）R5年度は国見町内での周

遊ツアーや交流会を開催予定。
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1-16 連携中枢都市圏事業（新）
ふくしま田園中枢都市圏ビジョンに

基づく連携事業を実施する。
連携施策の具体的取組数　35 事業継続

1-17
国見ＣＩ（コーポレートアイデン

ティティ）創造事業（新）

国見町の良さを可視化する事業。訴

求力のあるブランディングを創出す

る。

－ 事業継続

1-18
SNS情報発信事業（幸せ発信事

業）（新）

町の幸せ（ハッピー）情報、活躍す

る若者の取り組みなどを発信し、関

係人口の創出と移住・定住を促す。

－ Ｒ5より事業開始

1-19 PV制作事業

ターゲットを絞ったプロモーション

により関係人口の創出と町の魅力を

発信する。

PV制作　2本 Ｒ4で事業完了

1-20 体験宿泊、民泊推進事業（新）

移住・定住希望者のお試し期間とし

て、気軽に宿泊できる施設や民間事

業業者を誘致する。国見町の魅力を

見て、食べて、泊まってもらうため

滞在型の企画を提供する。

ー 実施時期未定実施なし

ビジョンに掲載されている連携施策の具体的取組内容に基づ

き、各担当課で事業を実施。

CI検討委員会を3回開催し、キャッチコピーやシンボルマーク

デザインについて協議した。

R5年度にCIを決定し、活用方法について検討する。

実施なし

町の季節ごとの風景を動画にまとめた「kunimi short clip」を

制作した（ロングVerとショートVer）。R3年度までに作成し

た公式短編作品「ふたつの空と」と併せて動画を活用した情

報発信を行っていく。
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2　産業の振興 2-1 遊休農地等有効活用事業（新） 簡易なほ場整備を行う。 － 実施時期未定

2-2 鳥獣被害対策事業（新）

①緩衝帯の整備を行う。

②山際荒地の未収穫果樹木伐採を行

う。

－ Ｒ5より事業開始

2-3
クラインガルテン（市民農園事

業）（新）

訓練所隣接の農地を整備し市民農園

（滞在型、体験型など）を設置す

る。

先進地視察　2箇所 実施時期未定

2-4 大枝排水機場維持管理事業 老朽化に伴う設備の更新を行う。
ポンプ更新に向けた地区計画策定費

を予算化　12,000千円
事業継続

2-5
くにみ農業ビジネス訓練所維持管

理事業（新）

施設の大規模修繕を行う。

（鉄骨ハウスのビニールハウス張替

等）

大規模改修の実績なし 実施時期未定

2-6 農業用水路維持管理事業 農業生産基盤の維持管理を行う。 修繕　15件 事業継続

2-7 農業用ため池維持管理事業 農業生産基盤の維持管理を行う。 実績なし 実施時期未定

2-8 沼頭地内排水路修繕事業（新） 農業用・用排水路の改修を行う。 実績なし 実施時期未定

2-9
石母田桝田地内水路修繕事業

（新）
農業用・用排水路の改修を行う。 水路改修  L=30m Ｒ4で事業完了

施設の適切な維持管理を実施

達成状況：水路修繕工事15件

効果：農業用水の安定供給ができる。

今後の計画、取組方針：農業用水の安定供給のため継続して

維持管理を行う。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：水路改修 L=30m

効果：用水の安定供給ができる。

今後の計画、取組方針：事業完了

実施なし

R4：実施なし

R5：効果的な侵入防止柵の設置場所や緩衝帯整備の候補地な

どを鳥獣アドバイザーから助言

先進地である下郷町と丸森町を視察し、事業効果を検証

R4～：地区計画

R5　：機能保全計画

R6　：県実施設計

R7～：県営工事
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2-10
石母田芹沢地内水路改修事業

（新）
農業用・用排水路の改修を行う。 実績なし 実施時期未定

2-11
徳江東北久保地内排水路改修事業

（新）
農業用・用排水路の改修を行う。 実績なし 実施時期未定

2-12
内谷大窪地内外水路改修事業

（新）
農業用・用排水路の改修を行う。 実績なし 実施時期未定

2-13 泉田新田地内水路改修事業（新） 農業用・用排水路の改修を行う。 実績なし 実施時期未定

2-14 森林整備事業
環境保護資源、森林資源の両面から

の森林整備を行う。
発注額　56,116,500円 事業継続

2-15
商店街街路灯LED灯更新事業（補

助金）（新）

夜間歩行者の安全確保を図る。照度

基準（３ｌX程度：4ｍ先の歩行者の

顔の向き、挙動が認識できる明る

さ）を具備するLED灯への交換

（106灯）を行う。

ランプ交換　6灯

パネル交換　2灯
事業継続

2-16
観光振興事業(阿津賀志山環境整

備、阿津賀志山駐車場借地)

町のシンボルである阿津賀志山の環

境整備を行う。
6月、9月、11月に実施 事業継続

2-17

道の駅国見及び農産物加工施設の

大規模改修及び設備導入事業

（新）

道の駅国見及び農産物加工施設の大

規模改修、修繕等や設備導入（①集

荷機能の導入、②簡易共選場の導

入、③急速冷凍庫の導入）を行う。

－ 実施時期未定

街路灯管理委員会へ補助金280千円を支出

阿津賀志山山頂の草刈を実施

実施なし

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

ふくしま森林再生事業を活用した森林整備を実施
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2-18 観光拠点整備事業（新）

①道の駅国見に観光案内板を設置、

②道の駅国見のサイン表示多言語化

を行う。

－ Ｒ5より事業開始

2-19 道の駅国見駐車場整備事業（新） 道の駅国見の駐車場を増設する。 － 事業継続

2-20 阿津賀志山山頂整備事業（新）

①展望台、トイレ、駐車場を整備す

る。

②臨時カフェを開設する。

－ Ｒ5より事業開始

2-21 収穫体験事業（新）
収穫体験できる農作物又は新たな農

作物の作付けを行う。
－ 実施時期未定

2-22 果樹改植事業 果樹の改植を行う。

ふくしま未来農業協同組合

　5.9ha　17,388,235円

伊達果実農業協同組合

　0.6ha　1,895,174円

事業継続

2-23 国見町農産物魅力拡大事業（新）
国見のおいしい農産物を国内だけで

なく国外にもＰＲする。
－ Ｒ5より事業開始

2-24 スマート農業導入支援事業（新） スマート農業用の機械補助を行う。 － Ｒ5より事業開始

2-25
農業組織化・法人化支援事業

（新）

組織化の強力な支援に向け、農業法

人設立時に機械補助を行う。
－ Ｒ5より事業開始

2-26
女性農業者、新規就農者支援事業

（新）

農業従事する女性を支援（組織化な

ど）、新規就農者を支援（移住・定

住者の住居確保など）する。

－ Ｒ5より事業開始

R4：実施なし

R5：町単独の農業法人化支援補助を実施済

R4：実施なし

R5：町単独の婦人会支援補助を実施済

R4：実施なし

R5：解体設計を発注予定

R5：歴史ウォーク開催時に臨時カフェを開設

実施なし

福島県営農再開支援事業を活用した改植を実施

R4：実施なし

R5：台湾で開催される福島県農産物フェアに参加予定

R4：実施なし

R5：町単独の機械導入補助を実施済

実施なし

駐車場増設に向け、福島河川国道事務所と協議
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2-27
持続可能な農業確立支援事業

（新）

農地の維持管理に向けた地域での話

し合いや地区計画（人・農地プラ

ン）策定などの活動を支援する。

－ Ｒ5より事業開始

2-28 町産材有効活用事業（新）
住宅建築時に町産材と町内業者を利

用した場合に補助を行う。
－ 実施時期未定

2-29 木育推進事業（新）

木育（木とふれあい、木に学び、木

と生きることの大切さを身近に感じ

てもらうこと）推進として森のおも

ちゃフェスを開催する。　※既存の

公共施設を活用したおもちゃ美術館

との連携事業

－ 実施時期未定

2-30
道の駅推進事業（施設設備法定点

検、指定管理者制度）

指定管理者制度を活用した道の駅国

見の適正な管理を図る。
指定管理　2施設 事業継続

2-31 商工業振興支援事業（補助金）

①商工会本体への支援を行う。

②商工会青年部への支援を行う。

③街路灯維持管理への支援を行う。

3団体に補助金4,280千円を支出 事業継続

2-32 空き店舗活用事業（新）
空き店舗の有効活用（改修、駐車場

整備など）を図る。
－ Ｒ5より事業開始

2-33 町内移動販売支援事業（新）

町内事業者が町内で移動販売するた

めの仕組み（移動手段がないが見て

買いたい消費者対象）を構築する。

－ 実施時期未定

R4：道の駅国見の指定管理料　25,000千円

R4：不可抗力（地震）の指定管理料　1,000千円

R4：物価変動（電気）の指定管理料　3,364千円

R4：商工会本体補助金　3,500千円

R4：商工会青年部補助金　500千円

R4：国見町街路灯管理委員会補助金　280千円

実施なし

実施なし

R4：実施なし

R5：地区説明会、アンケート、地区内での話し合いを予定

R4：森林委員会で協議

R5：森林委員会で継続協議予定

親子木工セミナー及び木工ＤＩＹ教室を開催し、機運醸成中
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2-34
ブランド開発・販路拡大支援事業

（新）

町のブランディングに沿った商品の

開発・販路拡大・ブラッシュアップ

に取り組む者を支援する。（消費者

のニーズ、特に女性の視点・意見を

重要視したブランド化を進める。有

機栽培や自然農法により栽培された

農産物の高付加価値化に取り組む。

ブランド化した生食の果物と複数の

加工品を「くにみのおすそわけ」と

してパッケージングし、インター

ネット通販やふるさと納税の返礼品

として、より広域の消費者をター

ゲットに取り組む）

米のパッケージングデザイン（1合用

袋）を作成
事業継続

2-35 ６次化支援事業（新）

開発研究だけでなく、販路開拓や拡

大、高品質化など継続的に支援す

る。（まちづくり会社の協力を得な

がら、出荷組合を中心として6次化

に取り組む人材・団体を育成。町農

産物加工施設を活用して技術向上と

食品衛生向上に取り組む）

6次化に向けた試作品開発のため、農

産物加工施設を8日間利用
事業継続

2-36 小規模事業者支援推進事業（新）

中小企業・小規模企業振興条例制定

後、協議会設立を経て、地域課題や

地域特有の産業構造を活かす小規模

企業者の課題解決に資する事業を行

う。

設備投資応援補助金

　３件　1,026千円

魅力発信支援補助金

　５件　884千円

利子補給補助金

　41件　4,673千円

事業継続

2-37 地域経済活性化事業（新）

町内事業者で使える商品券を配付す

る。（月5000円～10,000円）※移住

者、子育て世帯に限定

プレミアム商品券事業

　利用額54,262,500円

地元店スタンプキャンペーン

　利用額4,761,000円

実施時期未定

2-38 特産品開発事業（補助金）

開発研究だけでなく、販路開拓や拡

大、高品質化など継続的な支援を行

う。

－ 事業継続

町内の出荷組合員33人に６次化に関するアンケートを実施

（令和4年6月の法改正により、指定管理者以外の者が営利目

的で製造加工する場合、その都度、廃止・許可申請の手続き

が必要）

R4：中小企業･小規模企業振興条例を制定

R4：小規模事業者のコロナ支援策を実施

　　｢設備投資応援｣｢魅力発信支援｣｢利子補給｣

R5：町内企業の現状や課題を把握するため、企業訪問を実施

R4：物価高騰の支援策として、全町民を対象にプレミアム商

品券事業を実施（5,000円で7,500円分の商品券を販売）

R4：町内事業者の利用促進策として、地元店スタンプキャン

ペーン事業を同時実施

相談件数　1件

町産農産物のブランディングを進めるため、くにみブランド

認定制度を制定
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2-39 経営発達支援計画事業（広域）

小規模企業者の課題解決に資する事

業を行う。（経済動向調査、需要動

向調査、経営状況分析、事業計画策

定支援、計画策定後の実施支援、新

規販路開拓拡大支援など）　※小規

模事業者支援法第7条規定

国見町商工会が経営支援を実施 事業継続

2-40 創業支援事業計画事業

町・商工会・金融機関が連携して創

業希望者への支援を行う。（ワンス

トップ窓口、セミナーなど）　※産

業競争力強化法第127条規定

創業セミナー参加者　1人 事業継続

2-41
工場等設置奨励金事業(奨励金等便

宜供与)

町内工場新設等に対する便宜供与を

行う。（用地斡旋、道路改良、奨励

金）

町内移転実績　1件 事業継続

2-42
中小企業等経営強化法導入促進基

本計画事業（先端設備導入）

中小企業等経営強化法導入促進基本

計画に基づく生産性向上設備を導入

する企業への支援を行う。（税制・

資金繰り）　※中小企業等強化法第

49条規定

先端設備導入計画の認定　1件 事業継続

2-43
地域未来投資促進法福島県基本計

画事業

県が策定した地域未来投資促進法福

島県基本計画に基づく県北地域で推

進する地域の特性を活用した事業を

行う。（医療・ロボット・航空宇

宙・機械器具製造・再エネ）への支

援（税制・資金繰り）　※地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律第4条規

定

－ 事業継続

2-44 中小企業経営合理化資金保証融資
設備投資・運転資金の資金繰り支援

を行う。
－ 事業継続

2-45 創業支援事業（新）

創業希望者への支援事業を行う。

（物件の斡旋・資金繰り・補助金・

事業承継等）

創業相談　3件 事業継続
R4：実施なし

R5：創業向けの利子補給制度を開始

創業塾（福島信用金庫主催）を開催

移転に関する案件の相談対応

R4：実施なし

R5：企業訪問時で設備導入の意向を確認

実施なし

実施なし

R4：桑折町･国見町･川俣町商工会が事業主体となり、各自治

体は評価委員として参画

R5：商工会と連携して町内企業の課題解決に資する事業を展

開予定
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2-46 地域雇用活性化推進事業（新）

①地域雇用創造協議会設立を経て、

事業所向け・求職者向けの事業を行

う。（地域雇用開発促進法第6条規

定）、②県外大学進学者への企業情

報発信や就活支援、③移住希望者へ

の就活支援(企業訪問・マッチング支

援)

伊達地域合同企業説明会に参加した

町内企業1社が1人採用
事業継続

2-47
観光振興事業（周遊マップ印刷製

本）

町の観光資源を掲載したパンフレッ

ト整備を行う。

周遊マップ9,500部増刷（内3,000部

は町外観光施設に配布）
事業継続

2-48 体験交流型の観光事業（新）

国内国外を問わず、国見町に来て、

農業体験と町民と交流する体験交流

型の観光事業の再開・拡充を行う。

－ Ｒ5より事業開始

2-49 旧稚蚕飼育所維持管理事業（新） 旧稚蚕飼育所の除却を行う。 － 実施時期未定

事業者紹介及びハローワークからの求人情報を町HPに掲載。

伊達地域合同企業説明会に参加意向のある町内企業をハロー

ワークに紹介。

周遊マップを増刷し、道の駅国見、近隣の道の駅及び観光団

体へ配布

R4：実施なし

R5：新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行したた

め、今後は農業体験だけではなく、中小企業や小規模企業、

商店なども含めた体験交流型の観光を実施予定

実施なし

10 



３　地域における情報化 3-1 防災行政無線更新管理事業（新）

防災行政無線の更新と高機能化事業

（スマホ等の個人端末への情報提供

等）を図る。有事の際に情報伝達が

行えるよう維持管理を行う。

495,000円 Ｒ5より事業開始

3-2 庁内イントラ維持事業
イントラネット構築に必要なネット

ワークの維持管理を行う。
ー 事業継続

3-3 総合行政システム管理事業
総合行政システムの維持管理を行

う。
ー 事業継続

3-4 DX推進事業（新）

デジタル技術の活用により、住民利

便性の向上及び業務効率化を推進す

る。

ー Ｒ5より事業開始

3-5

各種証明コンビニ交付サービス、

自治体基盤クラウド・戸籍事務総

合システムクラウド化（新）

コンビニ等の端末機でマイナンバー

カードにより住民・印鑑・戸籍及び

税証明書を交付する。条件整備とし

て、戸籍情報のデータセンター処理

方式へ移行する。

－ 事業継続

3-6
住民生活関連情報の管理システム

導入事業（新）

犬猫マイクロチップでの登録制に対

応し狂犬病対応システムの導入や、

防犯灯や交通安全施設、消防設備等

関連施設の生活関連情報のシステム

化を図る。

システム更新　1件 Ｒ4で事業完了

3-7
町所有個人情報・データのセキュ

リティ強化推進事業（新）

番号法及び情報セキュリティポリ

シーに基づき、個人情報と情報資産

の適正な取扱いのため、情報システ

ム全体の強靭性を向上させる。

ー 事業継続

3-8 リモートワーク強化事業（新）

多様な働き方の実現及び災害時にお

けるBCP対策の手段として、リモー

トワーク体制を整備する。

テレワークPC　6台 事業継続

畜犬管理システムをマイクロチップ対応のシステムへバー

ジョンアップ。

生活情報関連のシステムは、R3年度にバージョンアップ済

み。

国見町情報システム強靭性向上モデルについて、日立システ

ムズへシステム保守業務を委託。

R2年度に整備したテレワーク環境について、継続して実施。

R4年度に基本設計を実施。Ｒ5年度中に更新工事を発注し、更

新を進める。

R元年度より、長期継続契約にてインフォメーション・ネット

ワーク福島へ運用管理業務を委託。

R3年度より、長期継続契約にて日立システムズへ保守管理業

務を委託。

実施なし

コンビニ交付サービスは、自治体基盤クラウド（BCL)を活用

したコンビニ交付導入のためR4年度にJ-LISバックアップシス

テム連携作業を実施し、R5年4月より住民票、印鑑証明書の交

付サービスを開始。また、戸籍総合システムはR4年度よりク

ラウド化となり、災害時のデータ保全、システム運用の負担

軽減、セキュリティ強化が確保され今後も継続していく。税

証明ではシステム対応が進んでおらず、動向を見守る。
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3-9 ICTスペシャリスト育成事業（新）

デジタル技術の活用やDX推進の実現

のため、デジタル人材を確保・育成

する。

－ 実施時期未定

3-10 住民基本台帳ネットワーク事業
住民基本台帳ネットワークの活用に

より、事務効率化を図る。

マイナンバーカード交付枚数　6,186

枚

交付率　71.9％

事業継続

実施なし

すべての町民がマイナンバーカードを所有することを目指

し、窓口においてR4年度1,094件の申請を受付けた。また、出

張申請は、R4年度194件受付けた。マイナンバーカードは、

R6年度に健康保険証と一体化が義務化されるため、さらなる

交付率向上を目指す。
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４　交通施設の整備、交通手
段の確保

4-1 地熱利用道路整備事業（新）
メンテナンスフリーの地熱利用技術

を導入する。
－ 実施時期未定

4-2 町道維持管理事業 町道の維持管理を行う。 修繕等　74件 事業継続

4-3 町道１０８号線改良事業
生活道路の改良を行う。

L=480m　W=5.5(9.0)m
測量設計 事業継続

4-4 町道１１１号線ほか改良事業
生活道路の改良を行う。

L=100m　W=5.5(9.0)m
改良　L=58m 事業継続

4-5 町道２０５９号線改良事業
生活道路の改良を行う。

L=140m　W=5.5(9.0)m
測量設計 事業継続

4-6 町道４０７８号線改良事業
生活道路の改良を行う。

L=368.3m　W=3.0(4.0)m
改良　L=20m 事業継続

4-7 町道２０９２号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=220m W=7.5(11.1)m
実績なし Ｒ5より事業開始

4-8 町道２０９６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=228m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-9 町道２１４１号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=42ｍ W=5.5(7.0)m
実績なし 実施時期未定

達成状況：改良工　L=20m

効果：拡幅改良で狭隘道路の解消ができる。

今後の計画、取組方針：改良舗装工事完了まで継続。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：藤田駅前周辺整備と併せて整備予

定。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

実施なし。

今後、事業実現性も含めて検討を行う。

達成状況：町道修繕等74件

効果：町道を安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：町道の安全な通行の確保のため継続

して維持管理を行う。

達成状況：測量設計実施

効果：歩行者等が安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：用地測量後、用地買収、工事

達成状況：改良工　L=58m

効果：拡幅改良で狭隘道路の解消ができる。

今後の計画、取組方針：改良舗装工事完了まで継続。

達成状況：測量設計実施

効果：歩行者等が安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：用地測量後、用地買収、工事
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4-10 町道２０４８号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=770m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-11 町道２０５３号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=140m W=5.5(7.0)m
実績なし 実施時期未定

4-12 町道２０２６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=631m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-13 町道１０７２号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=758m W=6.0(12.0)m
実績なし Ｒ5より事業開始

4-14 町道１０２６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=255m W=5.5(7.0)m
県道接続部整備 Ｒ4で事業完了

4-15 町道１号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=130m W=5.5(8.0)m
待避所設置 事業継続

4-16 町道１０１１号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=500m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-17 町道１０２号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=920m W=5.5(8.0)m
舗装改修 L=140m 事業継続

4-18 町道３０５６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=294m W=5.5(8.0)m
実績なし Ｒ5より事業開始

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：舗装改修　L=140m

効果：安全に走行できる。

今後の計画、取組方針：舗装改修の継続

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：測量設計、改良工事実施

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：歩道のインターロッキング改修

達成状況：終点、県道接続部の整備

効果：県道接続部の整備で安全な通行ができる。

今後の計画、取組方針：事業完了

達成状況：待避所設置

効果：車両の交差ができる。

今後の計画、取組方針：待避所の拡充

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定
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4-19 町道３１２１号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=133m W=5.5(7.0)m
実績なし Ｒ5より事業開始

4-20 町道３０８６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=200m W=5.5(8.0)m
改良 L=120m 事業継続

4-21 町道４００７号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=278m W=5.5(8.0)m
実績なし Ｒ5より事業開始

4-22 町道４０４５号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=370m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-23 町道１１１号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=300m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-24 町道１０５号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=340m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-25 町道４号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=2280m W=6.0(8.0)m
実績なし Ｒ5より事業開始

4-26 町道２号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=370m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-27 町道２１３８号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=80m W=5.5(7.0)m
実績なし 実施時期未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：測量設計、改良工事実施

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：測量設計、改良工事実施。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：測量設計実施、水路整備実施

達成状況：改良工 L=120m

効果：安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：狭小部分の改良工事実施
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4-28 町道２１１４号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=334m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-29 町道２１４２号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=129m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-30 町道２１３６号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=426m W=5.5(8.0)m
実績なし 実施時期未定

4-31 町道５号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=1130m W=5.5(7.0)m
実績なし 実施時期未定

4-32 町道１０９５号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=100m W=5.5(7.0)m
実績なし 実施時期未定

4-33 町道４０２４号線整備事業（新）
生活道路の整備を行う。

L=120m W=3.0(4.0)m
側溝設置　L=5m 事業継続

4-34
町道橋梁維持管理事業(点検診断修

繕等)

町道橋梁の点検診断のもと維持管理

を行う。
修繕　1橋 事業継続

4-35 林道維持管理事業
森林資源の有効活用を図るための林

道の通行を確保する。

除草

側溝土砂撤去
事業継続

4-36
林道橋梁維持管理事業

（点検診断修繕等）

森林資源の有効活用を図るための林

道の通行を確保する。
点検診断　2橋 Ｒ4で事業完了

達成状況：林道橋4橋のうち、2橋点検完了。

効果：林道橋2橋の状況確認ができた。

今後の計画、取組方針：R3、R4で４橋点検終了。５年毎の法

定検査のため、次回はR8、R9に実施予定。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：舗装改修実施

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：側溝設置 L=5m

効果：路面排水ができる。

今後の計画、取組方針：側溝設置を継続する。

達成状況：修繕１橋

効果：町道橋を安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：町道橋の通行確保のため継続して維

持管理を行う。

達成状況：阿津賀志線・原町線の維持管理実施。

効果：林道を安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：林道の通行確保のため継続して維持

管理を行う。

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定
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4-37 林道水晶森線改修事業

森林資源の有効活用を図るための林

道の通行を確保する。

L=750m W=3.0m

路面改修　L=120m 実施時期未定

4-38 生活路線バス維持事業 バス路線維持への補助を行う。 6,379,018円 事業継続

4-39
市町村生活交通対策事業（まちな

かタクシー事業）
まちなかタクシー事業を行う。 16,824人利用 事業継続

4-40

公共交通ネットワークシステム構

築事業（新）

・ MaaSネットワーク活用

・ まちなかタクシー活用

・ 生活の足(通院、買物)確保

交通弱者の足の確保として、各種シ

ステムを活用して町交通システムの

構築を図る。

－ 実施時期未定

達成状況：L=120mの路面改修

効果：林道を安全に通行できる。

今後の計画、取組方針：未定

住民の移動手段の確保として、バス事業者に対し、運行費の

欠損額を補助した。

昨年度の15,643人から1,000人ほど増加した。

利用促進に向け、事業周知に努める。

実施なし。

生活の足の確保に向けて、取組を進める。
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５　生活環境の整備 5-1 生活基盤施設耐震化等交付金事業
重要給水施設への配水管について耐

震化し、水道基盤の強化を図る。
更新延長　Ｌ=1,731.7ｍ 事業継続

5-2 老朽管更新事業
老朽化した水道管の布設替えを行

う。

更新延長　Ｌ=598.2ｍ

送水ポンプ　1機

配水メーター　2箇所設置

事業継続

5-3 未給水地域解消事業（新）
給水普及率向上と町民生活の衛生向

上を図る。
－ 事業継続

5-4 漏水防止対策事業（新）
漏水の早期発見、有収率の向上を図

る。

有収率　78.97％

（R3：80.01％）
事業継続

5-5 公共下水道施設管理事業

町下水道ストックマネジメント計画

に基づき、計画的な維持補修を実

施、施設の延命化を図る。

マンホール点検　251箇所

マンホールポンプ　1箇所
事業継続

5-6 消防施設等整備事業（新）
消防施設、車両、装備品、消防水利

の計画的な更新、維持管理を図る。

防火水槽　2基

消火栓　　4基
事業継続

5-7 消防屯所改築事業（新）
老朽化した各地区消防屯所の改築を

行う。
－ 事業継続

5-8 公営住宅等維持管理事業 公営住宅等の維持管理を行う。 243戸 事業継続

5-9 公営住宅大規模改修事業（新）

老朽化している公営住宅（定住促進

住宅、滝山団地、板橋南団地）の大

規模な改修により長寿命化を図る。

無 実施時期未定

町内会・消防団で要望のあった消防水利について、主に老朽

化した水利について更新を行った。

実施なし。

老朽屯所の改築を進める。

達成状況　適正な維持管理

効果　243戸の適正管理

今後の計画、取組方針　継続

達成状況　無

効果　無

今後の計画、取組方針　未定

重要給水施設へつながる配水管を更新したことで、災害時に

重要給水施設が断水する可能性が低下した。

老朽化した配水管の布設替え及び舗装工事等を実施し、水道

施設の強靭化を図ることができた。

道路改良事業との関係又は地区との協議が整わず、未給水地

域（井戸水、湧水使用）解消には至っていない。

漏水委託業者と連携して漏水発見に努めたが、有収率向上に

はつながらなかった。しかし、今年度において、複数個所の

大きな漏水を発見できたことから、次年度は有収率の向上が

見込まれる。

布設後20年が経過したマンホール及びマンホールポンプの点

検等を実施し、施設の延命化を図った。修繕が必要な箇所に

ついては、次年度以降対応する。
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5-10
消防団運営事業（消防団の機能的

な運営）

消防団員の確保、装備の更新、計画

的な訓練を通し機能的な運営を図

る。

救助用ボート訓練

伊達支部合同訓練
事業継続

5-11
消防団行事（定期点検、出初め、

初午等）

訓練服やホースなどの更新を進め、

安全な消火活動の確保を目指す。

訓練服　5着

法被　44着

ヘルメット　37個

ホース　18本　等

事業継続

5-12 備蓄品共同管理・共同購入事業

自治体間の広域的な連携において、

備蓄品の共同管理・購入により、ど

のような効果が得られるかを実証す

る。

－ 事業継続

5-13 防災力強化事業（新）
自主防災組織の強化。防災士、防災

マネージャーを配備する。
－ 事業継続

5-14 防災レジリエンス事業

減災対策事業の展開と事業所との連

携による防災研究の推進及び町に防

災関係の事業所を誘致し、防災に関

する研究の拠点化を推進する。

－ 事業継続

5-15 受援計画、備蓄計画の策定（新）

災害時に備えての各種救援・支援の

受入体制、設備を含めた備品等の計

画を構築する。

－ 事業継続

5-16 ごみ分別の適正化の推進
家庭における適切なごみ分別を推進

する。
－ 事業継続

5-17 耐震改修事業(一般住宅)

昭和56年以前建築の一般住宅への耐

震診断者派遣、耐震改修工事への補

助を行う。

9件 事業継続

5-18 空き家バンク事業 空き家バンクの管理運営を行う。 7件 事業継続

生活環境推進員を通して、ごみの分別、減量化について周

知。今後も同様に継続予定。

達成状況　 診断８件、改修１件

効果　診断８件、改修１件

今後の計画、取組方針　継続

達成状況　９件中７件成立

効果　７件空家の解消

今後の計画、取組方針　継続

消防団からの要望を元に、備品等の配布・更新を行ってい

る。

実施なし

実施なし

実施なし

受援計画については素案作成済み。備蓄計画は未着手。

災害時に備え、消防庁無償貸与品を使用した訓練等を行うほ

か、他市町村と合同の訓練への参加。
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5-19 空き家解体助成事業（新）

特定空き家相当の危険な空き家の解

体費用の一部補助し土地の流動化を

図る。

無 実施時期未定

5-20 老朽化公営住宅除却事業

老朽化した公営住宅の除却を行う。

（南古舘、貝田、北古舘、日渡、宮

前住宅）

5戸 事業継続

5-21 景観計画策定事業（新） 景観計画の策定を行う。 無 実施時期未定

5-22 公園施設等維持管理事業 公園施設等の維持管理を行う。 無 事業継続

5-23 公園施設リニューアル事業（新）
公園施設のランドスケープデザイ

ン、リニューアル整備などを行う。
無 実施時期未定

5-24 藤田駅周辺整備事業（新）

町道を含む駅前ロータリー及び宅地

造成等の駅前再開発により、町の玄

関口にふさわしい土地利用や機能の

充実を図る。

実績なし Ｒ5より事業開始

5-25 藤田地区南部周辺整備事業（新）

国道４号沿線の利便性を活かし、沿

道利用型の商業・業務施設の立地誘

導と合わせて、公共施設等を含む周

辺開発により、新たな新田園都市を

創成する。

実績なし 実施時期未定

5-26 藤田地区東部周辺整備事業（新）
滝山地区の市街化区域内農地の宅地

化を促進し、居住誘導を図る。
実績なし 実施時期未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況　無

効果　無

今後の計画、取組方針　未定

達成状況　適正な維持管理

効果　適正な維持管理

今後の計画、取組方針　継続

達成状況　無

効果　無

今後の計画、取組方針　未定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：R5年度基本計画策定

達成状況：無

効果：無

今後の計画、取組方針：未定

達成状況　無

効果　無

今後の計画、取組方針　未定

達成状況　除却対象の老朽公営住宅13戸の内5戸除却

効果　老朽公営住宅５戸の除却

今後の計画、取組方針　継続
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5-27 交通安全運動

年間を通じた交通安全運動の展開と

町民大会などを通じて意識啓発を図

る。

街頭啓発活動　6件

町民大会開催　1件
事業継続

5-28 防犯灯維持管理・設置事業
既設防犯灯の維持管理及び新規設置

を行う。

防犯灯の新設　13基

町内防犯灯のLED化率　20％
事業継続

5-29 遊休公共施設除去事業（新）
遊休化した公共施設を除去し、公共

施設の適正配置を図る。
－ 事業継続

5-30 公共施設集約化事業（新）

公共施設を集約し、複合化・多機能

化を進めることで管理コストの軽減

を図る。

解体・集約　1件 事業継続

5-31 公共施設民間活用事業（新）

公共施設の民間活用を進め、民間ノ

ウハウを活用した公共施設運営を行

う。

－ 事業継続

5-32
災害廃棄物仮置場整備の推進

（新）

災害発生時において、迅速な復旧を

進めるために、整備を推進する。
－ 実施時期未定

5-33 災害廃棄物処理計画策定（新）
災害廃棄物を適正に処理するための

計画策定を推進する。
－ 実施時期未定

実績なし

※現在民間活用を進めている施設はないものの、民間活力の

導入を検討していく。

実施なし。

災害発生時には、現有施設の活用について検討する。

実施なし。

災害廃棄物を適正に処理するため計画を策定する。

4，7，9，12月中に実施される交通安全運動期間内で街頭啓発

活動を実施。

11月に桑折町と合同で町民大会を開催。

町内会の要望に伴い防犯灯を設置。

既設の防犯灯については、修繕に伴いLED化とした。

既設の蛍光灯について、計画的にLED化を進める。

実績なし

※現在遊休化している施設はないものの、施設の統合、廃止

が発生した際に対応していく。

福島県沖地震で大きな被害を受けた観月台体育館の解体、集

約化事業をR4年度より実施。他体育館へ集約することを検討

している。
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６　子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の向上
及び増進

6-1 藤田保育所運営事業
0歳から保育を実施する。（通常保

育・延長保育・一時預かり保育等）

０歳児　17名

１歳児　21名

２歳児　26名

事業継続

6-2 幼稚園預かり保育運営事業
降園後、家庭での保育が困難な園児

を対象に預かり保育を実施する。

年少児　25名

年中児　24名

年長児　32名

事業継続

6-3 くにみ学園整備事業（新）

認定こども園、小中学校、給食セン

ター、放課後児童クラブ、付属施設

を整備する。

－ 事業見直し

6-4 放課後児童健全育成事業

放課後、保護者のいない家庭の児童

を対象に適切な生活の場を提供す

る。

利用登録者　92名 事業継続

6-5 子育て支援センター事業
子育て中の親子の交流や育児相談、

情報提供等を実施する。

藤田保育所　332名（168組）

つながる～む　38名（19組）
事業継続

6-6 病後児保育事業

病気回復期の児童を家庭で保育でき

ない場合に、専用施設で一時的に預

かる。

0人 事業継続

6-7 子ども医療費助成事業 医療費の無料化を行う。
助成額　29,420千円

助成件数　13,202件
事業継続

6-8
子育て世代包括支援センター「も

もさぽ」の運営
子育て支援・相談事業を行う。 相談件数　551件 事業継続

6-9 新生児誕生祝金事業 新生児の両親に祝金を贈呈する。 21件 事業継続

保健師1名、助産師1名が兼務体制で運営し、妊娠から子育て

に関するあらゆる相談に対応。相談方法は、来所、訪問、電

話、LINE等。相談内容は、授乳や離乳食の相談、育児相談が

多い。

出生届時に申請を受理し、子育てに伴う経済的負担の軽減を

目的とし祝金を給付。アンケートでは、給付時期や金額につ

いてはちょうどよいと答える方が多数。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。

放課後において保護者の就労等により家庭での保育が困難な

児童を対象として、適切な遊びや生活の場として「国見町子

どもクラブ」を運営し、児童の健全な育成を図った。

子育て支援センターを藤田保育所と子ども木育広場「つなが

る～む」の2か所に設置し、各種サークル活動、育児相談等を

実施した。

伊達市内の認定子ども園と協定を結び、病後児保育の環境を

整えた。

子どもの医療費の一部を助成することにより、その疾病又

は、負傷の治療を促進し、子育て家庭の負担の軽減と子ども

の健やかな成長に寄与することができた。

通常保育・延長保育・一時預かり保育等について、0歳から保

育を実施した。

降園後、家庭での保育が困難な園児を対象に、預かり保育を

実施した。
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6-10
ママカフェ・パパカフェ（仮称）

（新）

ファシリテーターを中心に親として

の思いを共感し、親同士の繋がりを

構築する。

開催回数　1回

参加人数　13人
事業継続

6-11 ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親の医療費負担を軽減する。

対象者　44名

支給件数　358件

支給額　1,123,806円

事業継続

6-12
子ども家庭総合支援拠点の運営事

業

子育て支援の総合相談拠点を整備す

る。
相談件数　527件 事業継続

6-13 ペアレント・トレーニング（新）

子育て中の保育者や今後子育てをす

る妊婦を対象に、子どもへの適切な

関わり方を習得し、家庭で実践す

る。

開催回数　6回

参加者　13人
事業継続

6-14

高齢者生きがいづくり事業（統

合）

・いきいきサロン交流事業

・生きがいデイサービス

「いきいきサロン交流事業」や「生

きがいデイサービス事業」等の生き

がいづくり事業を実施する。

いきいきサロン

　延238回、実人数255人

生きがいデイ

　延224回、1,658人

事業継続

6-15

認知症支援事業（統合）

・認知症高齢者SOSネットワーク

・認知症サポーター養成講座

「認知症高齢者SOSネットワーク」

の整備や「認知症サポーター養成講

座」等を実施し、認知症の方や家族

を地域で支える体制づくりを行う。

SOSネットワーク登録件数　10件

認知症サポーター養成講座実施回数

　2回

事業継続

6-16 くにみささえ愛事業
地域の支え合いで高齢者支援を行

う。

くにみささえ愛会議数　12回

生活支援コーディネーター配置　1名
事業継続

6-17
介護予防のための通いの場・介護

予防教室運営事業

介護予防を目的とした、運動教室等

を行う。

通いの場　実157人、延5,603人

介護予防フォローアップ教室　18

回、延146人

事業継続

Ｒ4年度より新規事業として実施。子どもの行動の理解、良い

行動を増やすためのコツ等をテーマに全6回開催。

高齢者の閉じこもり解消や生きがい活動の場づくりの場とし

て、23箇所でいきいきサロンを実施した。

要介護認定を受けていない高齢者の健康の維持と社会参加の

促進を図るため、日帰りで日常動作訓練や趣味活動を行う生

きがいデイサービス事業を実施した。

徘徊による行方不明高齢者の早期発見につなげるため、町や

関係機関が連携してSOSネットワークを構築した。

認知症の人や家族を支える地域づくりを推進するため認知症

サポーター養成講座を開催。令和4年度は町職員、新任民生委

員を対象に実施した。

Ｒ4年4月から生活支援コーディネーターを配置し、町の生活

課題やニーズを把握しながら活発な活動を展開した。また、

くにみささえ愛会議を毎月開催し、住民同士の助け合い活動

を生み出す仕組みづくりに向けた話し合いを行った。

地域の自主的な介護予防活動として「通いの場」を町内19カ

所で立ち上げ、100歳体操、軽体操等の運動に取り組んでい

る。

自主活動である「通いの場」を支援するため、リハビリ専門

職を派遣し、フォローアップ教室を実施した。

スキンシップに関する講話や実技、日頃の子育てに関する談

話の時間を設け、子育てにおける強みや悩みを共有する場、

親同士の繋がりの場となることを目的に開催した。

母子父子家庭の親等の医療費について、月1,000円を超えた分

を助成することで家計への負担を軽減している。

保健師1名、子ども家庭支援員1名の体制で運営。転入者の全

戸訪問を行うことでハイリスク家庭の早期発見につながって

いる。
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6-18 在宅医療介護広域連携事業
在宅医療の広域サービスを連携して

行う。

広域連携会議　8回

伊達ネットワーク委員会　12回
事業継続

6-19 農福連携事業（新）

ビジネス訓練所、一般農家の耕作地

での収穫体験及び作付け等。ビジネ

ス訓練所においては、収穫体験。一

般農家の農地においては実際に作付

けから行い、収穫販売までを障がい

者の能力に応じて実施する。

－ 実施時期未定

6-20 地域生活支援拠点づくり事業

障がい者の高齢化、重度化、親亡き

後などを見据えて、切れ目なく支援

が提供される体制を整備する。（相

談、緊急時の受入れ対応、体験の

場、専門職の確保）

拠点整備事業登録者数　8人 事業継続

6-21
障がい者の居場所、交流の場づく

り事業

障がい者への理解促進、差別への解

消を目指し地域のサポーターを増や

す取り組みを実施し、障がい者の居

場所や交流の場を地域に整備する。

サポーター養成講座　１回開催

サポーター数　25人

サロン活動　３回開催

事業継続

6-22 食生活改善推進員協議会 食生活改善推進に係る協議を行う。

くにみ幼稚園食育教室　延べ36回開

催

食生活改善普及講習会　7回開催

親子クッキング教室　1回開催

事業継続

6-23 健康教室・健康相談
運動や食事についての実技等を通し

て生活習慣病予防を図る。

脱メタボ教室参加者　31名

ファイティングエクササイズ教室参

加者　20名

(体脂肪率-0.6％、腹囲-0.8cm　筋肉

量+0.5kg)

事業継続

6-24 減塩対策事業

特定健診等受診者及び3歳児健診対

象の保護者に尿中塩分測定を行い、

生活習慣病発症予防及び重症化予防

につなげる。

特定健診尿中塩分測定者数　1,379名

尿中塩分測定値

全体平均…9.6ｇ　男性平均…10.0ｇ

女性平均…9.2ｇ

事業継続

脱メタボ教室・ファイティングエクササイズ教室を実施し、

健康運動指導士による運動実技の他、管理栄養士による栄養

講話を行った。次年度は通年で運動が継続できるようなカリ

キュラムで実施予定。

特定健診受診者に尿中塩分測定を実施。3歳児健診対象の保護

者はＲ6年度に実施予定。

Ｒ6年度中の「伊達地方在宅医療介護連支援センター」の設置

に向けて、Ｒ4年度に打合せや先進地視察を行ったほか、3月

に協議会・幹事会を立ち上げ準備を進めている。

毎月伊達ネットワーク委員会を開催し、医療と介護について

の情報共有や意見交換を行っている。

実施なし

手帳所持者で条件を絞ってリストアップし対象者には案内を

送付している。現在８名が登録しているが利用実績なし。必

要な方が必要な時にコーディネーター、緊急時の受入れ、体

験の場事業が利用できるように事業所との委託契約済み。

町内会長や民生児童委員、くにみささえ愛のメンバーを対象

に障がい者サポーター養成講座を開催し障がい者への理解を

深めてもらった。また、障がい者の居場所づくりとしてサロ

ン活動を実施した。

幼児から高齢期まで幅広い世代を対象に、健全な食生活を実

践することのできる食育活動に取り組んだ。

次年度は、国見町の家庭や地域で受け継がれている家庭料理

について料理教室を開催する。
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6-25 歯科保健事業

早期からのう蝕予防対策として、乳

幼児健診での歯科指導や園児・児童

のフッ化物洗口を行う。

1歳6か月歯科健康診査

　受診率96.7％　う蝕有病率0％

3歳6か月歯科健康診査

　受診率96.8％　う蝕有病率16.7％

フッ化物洗口事業

　くにみ幼稚園…実施回数28回

　　　　　　　　延べ人数1,605名

　国見小学校…実施回数21回

　　　　　　　延べ人数5,226名

歯科健康診査

　受診率9.5％

事業継続

6-26 食育教室

幼少期からの食育の推進を行い、地

域の特色ある食文化の継承や地域の

活性化を図る。

くにみ幼稚園食育教室

　延べ36回開催

　参加者　延べ633名

事業継続

6-27 総合検診事業

成人の検診体制を整え、受診勧奨を

行い、生活習慣病の早期発見・治

療・予防につなげる。

受診者

　1,564名　R3年度比110％

受診勧奨対象者に対する受診率

　48.4％

特定健診受診率

　50.9%

がん検診受診率

　肺がん…36.5％　胃がん…13.3％

　大腸がん…32.9％　前立腺がん…

　35.5％

事業継続

6-28 検診未受診者対策事業 検診未受診者への対策を行う。

受診増加率

　R3：47.8％

　R4：51.0％

事業継続

6-29 特定保健指導事業 特定保健指導を行う。 保健指導実施率　51.6% 事業継続

特定健康診査について、不定期受診者及び過去3年間未受診者

に対し、過去の健診受診歴や問診表の結果から人工知能を用

いて個別性に沿った通知内容を作成し受診勧奨通知を実施

し、特定健康診査受診率が増加した。

Ｒ4年6月に夏の総合検診（10日間）、11月に秋の総合検診（2

日間）を実施し、特定保健指導対象者となった方々に対し、

町保健師等による家庭訪問、電話勧奨、通所型健康相談等で

特定保健指導を実施した。

９か月健診・１歳6か月・３歳6か月健診で歯科衛生士による

個別指導を実施し、1歳6か月・3歳6か月においては歯科健康

診査を実施。

フッ化物洗口は年少・年長、児童においてＲ4年9月～Ｒ5年3

月において週1回実施。

40・50・60・70歳を対象に歯科健康診査を実施。

家庭、幼稚園、学校給食センター、食生活改善推進員など食

育に関する様々な関係者と連携して取り組んだことにより、

子どもだけでなく保護者の生活面でも行動変化（改善）につ

ながった。

福島県衛生協会へ委託し、東部高齢者活性化センターにおい

てR4年6月1日～13日、11月19～20日に実施。次年度は乳がん

検診を6月の集団検診にも導入し、さらに胃がん検診の定員を

増やすことでより多くの町民が受診できるような検診体制を

整えていく。
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6-30
通いの場等での保健師訪問事業

（講話等）

通いの場等へ保健師が訪問し、講話

等を行う。
実施回数　105回 事業継続

6-31 重症化予防事業（保健指導）
重症化を予防するための保健指導を

行う。
実施人数　2人 事業継続

6-32

社会福祉協議会支援事業（ボラン

ティアセンター・福祉相談事業

等）

社会福祉協議会が行う福祉事業に関

し、町が支援する。
－ 事業継続

6-33
屋内遊び場くにみももたん広場運

営事業

屋内に大型遊具等を設置し、安心安

全な遊び場を提供する。
利用者　9,950人 事業継続

6-34 木育広場つながる～む運営事業

木の温もりを感じる広場で、子育て

中の親子の交流や育児相談、情報提

供等を実施する。

利用者　3,602人 事業継続

6-35 屋外遊具適正化事業（新）
児童が安心安全に利用できる屋外遊

び場を整備する。
撤去　１か所 事業継続

児童が遊びの量や質を高め、親子のストレス解消につながる

と同時に、保護者同士が交流する場として運営を行った。

祖父母世代が「孫守り」する際の場所として、酷暑や積雪時

の遊びの機会を確保する場所として重宝されている。

天然木の遊具やおもちゃで遊ぶ場を提供し、親子で一緒に遊

ぶことにより、子どもの豊かな感性の育みにつながった。

保育士が常駐し、来場者の育児相談や問い合わせに対応し

た。

町内22か所の屋外遊具について、民生児童委員の協力を得な

がら、安全点検を実施した。

また、老朽化した遊具については地域の意向も確認しながら

撤去等を進めた。

今後は老朽化等の総点検を実施し、安全性を担保しつつ、施

設の在り方について検討を進める。

地域住民が主体的に運営する「通いの場」や地域のサロン等

において、フレイル予防を目的とした保健師による健康教育

委や簡易健診を行い、高齢者のフレイル予防に対する関心が

高まった。また、フレイル簡易健診の結果、R3年度からR4年

度にかけてイレブンチェックの平均点数1.2減少しフレイルリ

スクの軽減効果が出ている。

町の特定健康診査の結果から糖尿病性腎障及びその疑いのあ

る方を抽出し、専門業者や町保健師による保健指導や受診勧

奨を実施し、ハイリスク者の生活習慣改善につながった。

ボランティアセンター、福祉活動相談員活動等への補助を行

うことで地域福祉の増進、運営基盤の強化が図られている。
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７　医療の確保 7-1 伊達地方病院群輪番制協議会

伊達地方病院群輪番制協議会の運営

補助や福島市病院群輪番制協議会と

の連携を進める。

実施回数　休日244回、平日290回

患者数　3,640人
事業継続

7-2

ＣＫＤ（慢性腎臓病）ネットワー

クや糖尿病性腎症重症化予防の連

携

伊達地方の連携から福島市を含めた

連携に発展させることを契機とし、

広域的連携による医療体制の充実を

図る。

－ 事業継続

7-3 診療機関や病院の連携事業
専門性が高い診療について連携し対

応する。
－ 事業継続

各種精密検査対象者に対し、受診勧奨及びその後のフォロー

を実施できる体制を整備した。

病院群が共同して輪番制方式により、休日夜間の診療体制を

整え、休日夜間における入院治療を必要とする重症救急患者

の医療が確保された。

伊達管内自治体及び伊達医師会、町内医療機関と連携し糖尿

病性腎障の重症化を予防するネットワークの構築及び強化を

図ることができた。
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８　教育の振興 8-1 施設の適正維持管理事業

国見小学校、県北中学校、国見子ど

もクラブ等の施設の計画的な修繕、

改修を行い、最適な環境の維持に努

める。

施設修繕　6,115千円

施設工事　16,369千円
事業継続

8-2 くにみ学園整備事業（再掲）

認定こども園、小中学校、給食セン

ター、放課後児童クラブ、付属施設

を整備する。

－ 事業見直し

8-3 くにみ学園整備事業（体育館）
くにみ学園整備事業として体育館整

備を行う。
－ 事業見直し

8-4 くにみ学園整備事業(グラウンド)
くにみ学園整備事業としてグラウン

ド整備を行う。
－ 事業見直し

8-5 くにみ学園整備事業（プール）
くにみ学園整備事業としてプール整

備を行う。
－ 事業見直し

8-6 スクールバス運行事業

登下校の安全確保のため、遠距離地

区を対象としたスクールバスを運行

する。

運行委託費　29,501千円 事業継続

8-7
くにみ学園整備事業（給食セン

ター）

くにみ学園整備事業として給食セン

ター整備を行う。
－ 事業見直し

8-8 学校給食運営事業

国見町給食センターで安心安全な給

食の提供と地産地消を進めるととも

に食育の推進を図る。

栄養士8回、調理員2回の研修実施、

給食・食育だより11回発行
事業継続

前年度と変わらず、６ルートにて運行を実施。

スクールバス運行検討委員会を開催し、有識者や保護者の意

見をいただきながら、Ｒ5年度も現状維持にて運行している。

引き続き要望等を伺いながら、安全に配慮した運行を目指

す。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。

食中毒の発生無し、異物混入３件、放射性物質検査は不検

出。栄養士及び調理員の研修を実施した。

道の駅と連携し町内産の食材を多く使用した。

給食だより、食育だよりを定期発行した。

各施設ともに老朽化による修繕を実施した。

今後、経年劣化等も進み、さらに修繕は増大すると思われ

る。このため、各施設の劣化度や長寿命化、大規改修の必要

性を見極めるための調査が必要となる。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。

基本構想（中間報告）を凍結し、新たな枠組みで協議・検討

することとしたため、施設整備は未着手。
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8-9 くにみ幼稚園運営事業

就学前の幼児教育を実施する。施設

の計画的な修繕、改修を行い、最適

な環境の維持に努める。

年少児　31名

年中児　34名

年長児　45名

事業継続

8-10
観月台文化センター改修事業

（新）
老朽化した施設の全面改修を行う。 － Ｒ5より事業開始

8-11
集会・避難施設（地区センター）

改築・改修事業（新）

地域の集会施設であり避難所となる

各地区センター（小坂農村総合管理

センター、森江野町民センター、大

木戸ふれあいセンター、国見東部高

齢者等活性化センター等）の改築・

改修と、天井の落下防止等の補強工

事を進め、避難所機能の確立を図

る。

－ 実施時期未定

8-12 体育施設集約化・整備事業（新）

体育施設を集約化・除却し、省コス

ト化を進めるとともに機能強化を図

る。（観月台体育館、上野台体育

館 ・ プ ー ル 、 グ リ ー ン ア リ ー ナ

923、柏葉体育館、森江野第2体育

館、国見東部高齢者等活性化セン

ター体育館）

解体工事

　観月台文化センター体育館 事業継続

8-13 体育施設維持管理事業
利用者が安全にスポーツを楽しめる

環境を整備する。
修繕　8件 事業継続

8-14 図書館運営事業
「読書の町・国見」を目指すための

図書館の運営を行う。

貸出冊数　15,905冊

利用者数　3,989名
事業継続

8-15 国見町図書館改修事業（新）
図書館の拡張、改修工事、電子図書

館の導入により充実を図る。

面積　5,570㎡

蔵書数　39,326冊
事業継続

実施なし。

当面、予防保全型の維持管理を徹底し、長寿命化を図る。

施設の経年劣化も進んでいることから、集約化と除却を進め

ていく。また、避難施設として活用できるよう、施設の機能

強化やバリアフリーへの対応についても検討する。

R4年度から観月台体育館の解体工事を実施している。

既存施設の延命と、施設利用者が安全に利用できるよう維持

管理と修繕等を実施する。

図書館施設、機能、事業の充実のため、継続した取組みを実

施する。

蔵書の適正な管理と利用者の利便性の向上を図るため、施設

の改修等を進めるもの。

最適な教育環境の維持に努めながら、幼稚園運営を実施し

た。

開館から約30年を経過しているが、改修工事が未実施のた

め、設備の劣化が多々みられる。30周年に向けたリニューア

ルと併せて施設の改修を行う。
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8-16 保幼小中交流推進事業

異学年との交流・情報交換を行い、

スムーズな進級、小一プロブレム、

中一ギャップの防止を図るととも

に、くにみ学園開校までに子ども

間、教員間のつながりを深める。

小学6年生の中学校訪問

小学1年生と年長児の交流活動等
事業継続

8-17 体力・運動能力の向上

幼稚園運動教室や児童生徒も含め、

体力・運動能力の変容を把握し、体

力向上推進計画に基づいた実践を進

める。

運動教室実施

運動身体づくりプログラムの工夫

スキルアップトレーニングの実施等

事業継続

8-18 英語学習の充実

英語特別講師を配置、ネイティブに

よる異文化体験、英語検定受験奨励

など英語力の向上と学びの充実を図

る。

英語特別講師　1名

異文化体験ALT　6名

英検受験料補助　34名

事業継続

8-19 体験交流事業

自然体験や芸術体験、探求学習や校

外学習などさまざまな体験活動を通

し、より豊かに生きる力を高める。

また、異学年交流、異世代間交流に

より社会性を育てる。

国見っ子わんぱく広場、少年仲間づ

くり教室　19回開催、参加人数101名
事業継続

8-20 食育推進事業

栄養教諭等を活用した食育指導を行

い、望ましい生活習慣を形成するた

め家庭との連携を進める。

給食センター見学体験ツアー1回、給

食だより・食育だより各11回発行
事業継続

8-21 特別支援教育事業

個別の教育支援、サポート体制の充

実、ことばの教室での早期指導を行

う。

特別支援教育支援員、英語特別講

師、ALT（英語指導助手）、SC（ス

クールカウンセラー）、SSW（ス

クールソーシャルワーカー）、SSS

（スクール・サポート・スタッフ）

等適正人員を配置する。

特別教育支援員

　小学校　6名

　中学校　3名

SC、SSW小中各1名

事業継続

8-22 教育支援センター事業（新）

不登校及び不登校傾向にある児童生

徒の居場所づくり、自己実現支援の

ため、SSR(スペシャルサポートルー

ム)を設置する。

教育支援サポーター　2名

利用者数　13名
事業継続

小・中学校の特別支援教室に特別支援教育支援員を配置し、

サポート体制の充実を図った。

また、SC、SSWを中心に支援を要する児童・生徒への教育相

談を実施した。

観月台文化センター内に教育支援センター「ステップ」を設

置し、不登校・不登校傾向の児童生徒の学習支援等を実施し

た。

保幼小中一堂に会しての事業は実施できなかったが、それぞ

れ中学生の幼稚園訪問や、幼稚園児の小学校学習発表会予行

見学等実施した。

幼稚園では、講師を招き運動教室を実施した。

小中学校では、それぞれ体力向上推進計画を設定し、実施し

た。

小学校へ英語特別講師1名配置。中学校では、2年生を対象に

近隣市町のALTによる異文化体験と、2・3年生を対象に英検

受験料の補助を実施した。

学校教育以外での子どもの社会的な成長を促すため、体験や

地域交流をできる機会を創出するもの。国見っ子わんぱく広

場、少年仲間づくり教室ほか。

国見学を中心に、学校支援ボランティアを活用し、体験活動

を行った。また、人形劇（幼稚園）や演劇鑑賞（小学校）、

音楽鑑賞（中学校）等それぞれ芸術に触れる機会を持った。

朝食を見直そう週間運動、和食給食の日、国見町食卓図鑑を

活用した給食献立、児童生徒からのリクエスト給食、給食セ

ンター見学体験ツアーなどを実施。給食だより、食育だより

を定期発行し、家庭と連携した食育の推進に努めた。
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8-23 青少年育成事業

青少年に対する体験事業等を実施す

ることにより、子どもの生きる力を

育成する。

町民大会参加人数　174名

奨励金交付件数　99件
事業継続

8-24 子ども司書事業
子ども司書活動を通して子どもの生

きる力を育成する。

講座数　8回

参加人数　8名
事業継続

8-25 家庭教育支援事業（新）

家庭教育の相談・支援を行う支援員

の配置、拠点(居場所)の運営による

子育ての支援を行う。

支援員　0名

相談者数　0名

事業数　1回

参加人数49名

事業継続

8-26
学校運営協議会運営事業（コミュ

ニティスクール）

保幼小中の一体的な運営と、町の教

育や保育の充実、学校課題の解決の

ため具体的な施策や実践につなげ

る。

年5回開催 事業継続

8-27 地域学校協働本部事業

学校と地域の連携・協働を基本に、

学校内外の子どもたちの学びの充実

や活動の場づくりの支援、学校を核

として地域づくりを目指す。

ボランティア数　121名

支援授業数　45コマ
事業継続

8-28 国見未来塾運営事業

放課後塾ハル、長期休業中の学習

会、英検・受験対策講座、フリー学

習室等を実施する。

公営塾受講者数　63名

長期休業学習会　57名

英検対策講座受講者数35名

質問のできる学習室延べ利用者数

227名

事業継続

8-29 国見学推進事業
町の歴史や文化財、伝統や産業等を

学び郷土愛を育む。

昔の遊び、町探検、しめ縄づくり、

職場訪問等
事業継続

8-30
就学支援事業（奨学資金貸付、就

学援助、特別支援教育就学援助）

学用品等の支払に困難な保護者に一

部を援助する。また、奨学資金の貸

し付けを実施する。Uターン者への

奨学資金返済補助を検討する。

就学援助　27名

特別支援奨励費　17名

奨学資金貸付　8名

事業継続

地域、保護者、保幼小中の代表が委員となり、学校課題の解

決や、具体的施策についての話し合いや、各校種のアクティ

ブプランへの評価検証を実施した。

学校と地域との連携を進めるため、地域の人材による学校支

援を推進するもの。

学力の底上げや向上のため、様々な学習の機会を設け、子ど

もたちの成長を促すもの。

小中各学年ごとに、学習テーマを設定し、町探検や桃の実選

り、稲作（田植え・稲刈り）、職場体験等について、地域や

保護者の協力を得ながら実施した。

就学援助、特別支援教育就学援助、奨学資金貸付を対象者へ

実施した。なお、奨学資金返還補助をR５年度から実施。

家庭教育を行う保護者の支援を行うため、拠点を整備し、子

育ての支援事業を実施するもの。

青少年の健やかな成長を促すため、ボランティアなどの社会

貢献のできる活動や文化スポーツといった分野で活躍する子

どもたちへの奨励活動を実施するもの。

図書に対する知識や理解を深めるため、子ども司書活動を実

施するもの。
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8-31 ICT整備事業

機器、設備等の随時更新、ネット

ワーク環境の充実等最適な教育環境

を維持する。ICT支援員を配置す

る。

中学校に大型掲示装置2台導入

ICT支援員１名配置
事業継続

8-32 部活動の地域移行(新)

運動部活動の地域移行に伴い、指導

者の配置等運動部継続の体制を整備

する。

検討会　年2回 事業継続

8-33 くにみ学園構想策定事業（新）

くにみ学園構想の策定と基本計画の

策定、くにみ学園開校に向けた推進

を図る。

－ 事業見直し

8-34 給食費無償化事業

保護者の経済的負担の軽減を図り、

子育て支援に資するため給食費を無

償とする。

対象人数

　幼稚園　110人

　小学校　273人

　中学校　187人

事業継続

8-35 子どもの読書活動推進事業

読書に親しむ機会の提供、読書環境

の整備と充実、読書活動の理解推進

をすすめ、うち読を推進する。

事業数　1回

参加者数　246名
事業継続

8-36 くにみ観月台カレッジ（新）
成人教育事業の学び合う場の提供と

発表の場を提供する。

講座数　17講座

参加者数　132名
事業継続

8-37 地域課題解決学習町民講座（新）
地域の課題を解決すべくその手法を

学ぶ講座を行う。

講座数　2講座

参加者数　53名
事業継続

8-38
総合型地域スポーツクラブ

設立事業（新）

近年多様化するスポーツに対する地

域住民の参画と意識の醸成を図る。

委員会開催　3回

プレ事業参加者　119名
Ｒ5より事業開始

生涯を通じて学習機会を確保するため、成人者向けの事業を

実施するもの。

町民自らが地域の課題を解決するため、きっかけづくりとな

るような事業を実施するもの。

手話講座、ＳＤＧｓ講座を実施

R6年度の設立を目指し、4年度に設立準備委員会設置要綱やマ

スタープランを作成。また9月には参加形式のプレ事業を実施

し、多種多様な種目を来場者へ周知することができた。

ICT教育環境の充実のため、教育ネットワークの運用管理、イ

ンターネット接続サービスなど環境維持に務めた。また、学

習支援として電子黒板の更新やモバイルルータの貸出、教員

のサポート体制の整備としてICT支援員を配置した。

文化団体連絡協議会、体育協会、各スポ少代表等関係者によ

る検討会を年2回開催。

R5年度からは部活動地域移行推進協議会とし、検討を進め

る。

R4年度に策定を進めた基本構想（中間報告）については、構

想の発端が一企業からの提案との誤解が払拭できず、加え

て、保護者や住民への説明が不十分との指摘が多くあったこ

とから凍結した。

ただし、子どもたちや教育に関する課題は現実にあることか

ら、ゼロベースでの議論を始めることとした。

R3年度から給食費の無償化を実施。開始から２年が経過し、

無償化が定着している。給食を教材とした、食育の推進を実

施した。

読書に親しむ環境を醸成するため、家読などのへの理解を深

める取り組みを実施するもの。

例：子ども読書活動推進フォーラム
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8-39 スポーツ推進事業
スポーツを通しての地域の活性化を

目指す。
－ 事業継続

8-40
体育施設集約化・整備事業（新）

（再掲）

体育施設を集約化・除却し、省コス

ト化を進めるとともに機能強化を図

る。（観月台体育館、上野台体育

館 ・ プ ー ル 、 グ リ ー ン ア リ ー ナ

923、柏葉体育館、森江野第2体育

館、国見東部高齢者等活性化セン

ター体育館）

解体工事

　観月台文化センター体育館 事業継続

スポーツ推進委員を先頭に、町が主体で行う各種事業への協

力と、スポーツの魅力を地域住民へ発信する活動を行った。

施設の経年劣化も進んでいることから、集約化と除却を進め

ていく。また、避難施設として活用できるよう、施設の機能

強化やバリアフリーへの対応についても検討する。

R4年度から観月台体育館の解体工事を実施している。
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９　集落の整備 9-1 地域施設の適正管理事業
地域コミュニティ活動の拠点整備、

充実化を図る。
－ 実施時期未定

9-2 自治会組織活動支援事業（新）
人口減少による自治会組織の停滞を

支援する。
－ 実施時期未定

9-3 地域づくり団体の育成事業（新） 各種団体の育成及び支援を行う。
国見町まちづくり推進協議会助成金

10,550千円
事業継続

9-4 生き生き集落づくり事業（新）
地域の「タカラ」の発見や振興を行

う。
－ 実施時期未定

実施なし。

町内会ごとの課題を把握し、解決に向けて支援する。また単

独の町内会で解決できない場合、近隣の町内会との統合も視

野に入れて、話し合いの場を作る。

国見町まちづくり推進協議会を通じて、町内のまちづくり団

体へ事業に応じた助成金を支出。

R6年度以降、コミュニティ助成事業の活用も検討。

実施なし

実施なし。

地域住民の連帯意識の高揚とコミュニティの健全な育成を図

るため、「地域のふれあいの場」としての集会施設の建設事

業に対して集会施設建設事業補助金交付要綱により補助金を

交付する。
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10　地域文化の振興等 10-1
観月台文化センターホール改修事

業（新）

老朽化した施設の全面改修、音響設

備や照明設備の更新を行う。
－ Ｒ5より事業開始

10-2 文化財センター運営管理業務
町文化財センターあつかし歴史館の

維持管理、運営を行う。
来館者数　4,196人 事業継続

10-3
歴史的建造物を維持し、災害から

守る強靭化事業（新）

歴史的建造物を災害から守り、かつ

維持管理する。
－ 実施時期未定

10-4 地域団体、文化保存団体補助事業
関係団体へ補助金交付を行い、持続

可能な団体運営を支援する。
文化団体育成事業　2件 事業継続

10-5 町文化芸術団体の育成・支援事業 成果発表の機会提供や後援を行う。

文化祭芸能発表会　303名参加

文化祭作品展示来場者　694名

文化講演会　230名参加

事業継続

10-6 町文化芸術振興事業 音楽コンサート等の開催を行う。

自主事業　2件

補助金利用事業　2件

貸館事業　4件

事業継続

10-7 情報発信事業
町内のイベントや施設を利用し歴史

に関する情報を発信する。
来館者数　4,196人 事業継続

10-8 歴史イベント活用事業
町内の文化財を活用し様々なイベン

トを行う。
参加者　201名 事業継続

10-9
歴史を活かしたまち意識醸成事業

（新）

我々の共有の財産である文化財を地

域全員で守る仕組みを創出する。
－ 事業継続

実施なし

文化財に係る保存事業を行うことで、国見町の魅力ある歴史

資源について持続することができた。次年度以降も継続実

施。

文化団体の育成、事業展開のための行政との連携を行い、団

体加盟者の発表の場として文化祭を実施。また文化講演会で

は著名人を招致し講話を行った。

芸術文化の振興を図るためワクチン接種時期の合間において

も芸術文化振興の自主事業、補助金等の利用による事業、貸

館事業をそれぞれ実施した。

文化財センターとして整備した「あつかし歴史館」におい

て、町内の文化財や歴史について情報発信を行った。

開館から約30年を経過しており、その中でもホールの音響設

備は開館当時のままである。音響設備の改修と加えて照明を

LED化へ更新する工事を行い、設備の延命と省エネ対策を行

う。

あつかし歴史館の維持管理・運営を行い、利用者が足を運び

やすい企画・展示をタイムリーに実施することで、町の文化

財に対する理解を深めてもらうきっかけとした。継続実施。

町内文化財を巡るウォーキングイベントを開催。参加者から

は大変好評だった。

町民が中心となった組織である（一社）二重堀サポートネッ

トワークと連携し、あつかし千年公園の管理や阿津賀志山防

塁及び中尊寺蓮のＰＲ事業を実施した。文化財を住民により

守り、ＰＲしていくための仕組みづくりにつながっている。
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10-10 無形文化財継承事業（新）
無形文化財の継承者の担い手を育成

し、支援する。
１団体支援 事業継続

10-11 文化財維持管理事業 文化財の適切な維持管理を行う。
草刈り10カ所

燻蒸年4回
事業継続

10-12 遺跡発掘業務
町内にある歴史資産の新たな発見と

適正な維持管理を行う。

試掘3件

立ち合い4件
事業継続

無形文化財の子ども太々神楽教室を支援し、継承者の担い手

の育成に努めた。継続実施。

史跡の草刈り、建造物の燻蒸等を行い、文化財の維持管理を

行った。継続実施。

開発のための試掘・工事立ち合いを行った。必要の都度実施

していく。
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11 再生可能エネルギーの利
用の促進

11-1
公共施設再生可能エネルギー導入

事業（新）

すべての公共施設において再生可能

エネルギー、脱炭素化を進める。
－ 事業継続

11-2
公共施設ZEB・ZEH化推進事業

（新）

すべての公共施設においてZEB・

ZEH（※）化を進める。
－ 事業継続

11-3

カーボンニュートラル調査事業

（地域特性に応じた再生可能エネ

ルギーの導入を調査検討）

地域特性に応じた複数の再生エネル

ギー効果を活用し、ゼロカーボン化

へ向けての調査を行う。

－ 実施時期未定

11-4
国見町地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）の策定（新）

地球温暖化対策推進法に基づく実行

計画として、温室効果ガス排出量削

減計画を策定する。

－ 実施時期未定

11-5
バイオマス、地熱、水力等の設備

の検討

再生可能エネルギー導入支援事業を

行う。
－ 実施時期未定

11-6
水素の生産及び水素ステーション

設置の検討（新）
水素ステーション設置を検討する。 － 実施時期未定

11-7
新ＥＶ充電設備の導入、公共施設

への蓄電設備の導入検討（新）

公共施設等へ新EV充電設備や蓄電設

備を整備する。
－ 実施時期未定

11-8

エコタウン整備事業

（民間・エネルギー供給の検討）

（新）

民間と共同し、資源循環型及び低炭

素化によるエコタウン整備事業を検

討する。

－ 実施時期未定

実施なし。

事業実現性も含め検討を行う。

実施なし。

必要性があれば事業実施を進める。

実施なし。

事業実現性も含め検討を行う。

実績なし。

施設の更新、改修の機会に合わせ脱炭素化を推進する。

実績なし。

施設の更新、改修の機会に合わせZEB・ZEH化を推進する。

実施なし。

本事業は具体的導入に係る実施計画となり、必要があれば取

り組む。

県の策定支援を受け素案を作成した。

実施なし。

事業実現性も含め検討を行う。
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